
別記様式第３号（第３条関係）

関係法令手続状況等確認書

１　太陽光発電事業に関する関係法令に基づく手続の状況
	法令名
	該当の有無
	手続の状況

	(1) 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第２３条第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(2) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３０条第１項の規定による申請
	有 ・ 無
	関係機関
申請（予定）日

	(3) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第４条第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(4) 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第６条第１項、第７条第１項又は第８条第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第１０条第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(6) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項の規定による許可の申請
	有 ・ 無
	関係機関
申請（予定）日

	(7) 森林法第１０条の８第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(8) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項又は第５条第１項の規定による申請
	有 ・ 無
	関係機関
申請（予定）日

	(9) 農地法第４条第１項第７号又は第５条第１項第６号の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(10)　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１項に規定する農業振興地域整備計画の変更の申出
	有 ・ 無
	関係機関
申出（予定）日

	(11)　文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９３条第１項において準用する同法第９２条第１号の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(12)　土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第４条第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(13)　宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項及び第３０条第１項の規定による許可の申請
	有 ・ 無
	関係機関
申請（予定）日

	(14)　騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第１４条第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日

	(15)　振動規制法（昭和５１年法律第６４号）第１４条第１項の規定による届出
	有 ・ 無
	関係機関
届出（予定）日


　　注　「該当の有無」の欄は、該当するものを〇で囲んでください。
２　抑制区域に関する協議の状況
(1) 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された区域
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
(2) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規定により指定された地すべり防止区域
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
(5) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項若しくは第２項又は第２５条の２第１項若しくは第２項の規定により指定された保安林
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
　(6) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第５条第１項の規定により指定された国立公園のうち、同法第２０条第１項の規定により指定された特別地域
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
　(7) 広島県立自然公園条例（昭和３４年広島県条例第４１号）第４条第１項の規定により指定された自然公園のうち、同条例第１１条第１項の規定により指定された特別地域
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
　(8) 広島県自然環境保全条例（昭和４７年広島県条例第６３号）第２２条第１項の規定により指定された緑地環境保全地域
	確認項目
	協議の状況

	該当の有無
	有　・　無

	抑制区域を含めるやむを得ない理由
	


	関係機関との協議結果
	関係機関（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）許可の必要性　必要　・　不要
許可不要の場合は、その理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	特別に行う配慮の内容
	



注　「該当の有無」及び「許可の必要性」の欄は、該当するものを○で囲み、「該当の有無」が無の場合は、以下の記載は不要です。
３　その他の確認事項
	確認事項
	該当の有無
	手続の状況

	土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条第１項の規定により指定された土砂災害警戒区域
	有 ・ 無
	関係機関
確認（予定）日

	事業区域内の里道水路（東広島市公共物の管理等に関する条例（平成１４年東広島市条例第１１号）第２条各号に掲げるものをいう。）
	有 ・ 無
	関係機関
確認（予定）日

	市長が特に必要と認めるもの
（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	有 ・ 無
	関係機関
確認（予定）日


　　注　「該当の有無」の欄は、該当するものを〇で囲んでください。
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